
第２章 リスクアセスメントの基本 

 
ステップ６ リスク低減措置の検討及び実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「ステップ５ リスクの見積り」の結果、リスク

の優 先 度が高いと評 価 されたリスクについて

は、リスクアセスメント責任者と推進者が中心と

なって事業場で定める措置原則と方法 （１）リ

スク低減措置の検討、（２）リスク低減措置の優

先順位、（３）リスク低減措置の効果予測、（４）

リスク低減措置の実施、（５）残留リスクへの対

応 に従って検討・実施する必要があります。 

 
（１）リスク低減措置の検討 

「ステップ５ リスクの見積り」の結果、原則としてリスクの優先度が高いと評

価されたリスクから、リスクアセスメント責任者が中心となってリスクの除去・低

減措置案を検討します。なお、事業場として、このような措置実施の優先順位の原

則をあらかじめ明確に定めておくことをお勧めします。 
 

（２）リスク低減措置の優先順位 
リスク低減措置の検討にあたっては、法令に定められた事項がある場合、必ず法

を遵守しなければなりません。 
さらに、指針ではリスク低減措置の優先順位が定められているので 49 頁に紹介

するこのリスク低減措置の優先順位を基本に、費用対効果を踏まえ、著しく合理性

を欠くことがないかなどを考慮し、１つのリスクについて具体的な措置案（対策案）

を複数検討し、その中から最適なものを採用します。ただし、可能な限り高い優先

順位のリスク低減措置（設備面等の抜本対策）を実施することが重要です。 
→ 第３章 ６参照  

 
（３）リスク低減措置の効果予測 

検討されたリスク低減措置それぞれについて、措置実施によるリスク低減の予測

を行って、その中から最適なリスク低減措置を決定します。このとき、リスク低減

措置の実施が作業性、生産性や品質などにどのような影響を及ぼすのか、作業者や

スタッフとも相談しておくことが大切です。 
採用するリスク低減措置は、１つのリスクについて１つとは限らず、複数を組み

合わせて実施する、あるいは順番に実施することもあります。また、採用するリス

ク低減措置が法令などの基準に適合しているかを必ず確認するようにします。 
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